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特集特集特集特集

「お茶の間トーク」とは？「お茶の間トーク」とは？
▼お茶の間トークは市政について市民の「知る権利」を保障し、市政への関心を深め、意識啓
発を図ることで皆さんの意見・要望を直接聞き取ることで、市民参加による市政振興を推進す
ることを目的としています。

 【暮らし・環境】　　　　  　　　　
①有害鳥獣で被害に遭わないために
②市税の基礎知識について学ぼう！
③きちんと理解しましょう「年金制

度」
④教えて！地域の身近な相談相手
「民生委員・児童委員」の活動

⑤水道料金で運営しています！
 【保健・福祉】　　　　　　　　　  
①知って防ごう生活習慣病
②おいしく食べて、いきいき健康
③笑顔で健康！「特定健診・保健指

導」
④おしえて「後期高齢者医療」
⑤介護保険制度について
⑥生活保護制度について

⑦障害福祉サービスってなに？
⑧高齢者の在宅福祉サービスについ

て
⑨高齢者の相談窓口「地域包括支援

センター」
⑩みんなで学ぼう認知症！
 【教育・子育て】　　　　　　　　  
①～妊娠期から子育て期にわたる切

れ目ない支援～子育て世代包括支
援センターについて

②～地域とともにある学校づくりを
めざして～「留萌市版　コミュニ
ティ・スクール」について

③生涯学習ってなに？
④留萌沖三船遭難 ～終戦秘話 ～
⑤～子どもたちのスポーツ・文化芸

術活動に親しむ環境を確保するた
めに～｢中学校部活動の地域展開」
について

 【防災・防犯】　　　　　　　　  　
①防災意識を高めましょう！
②「賢い」消費者になりましょう！
③犯罪に巻き込まれないために
 【身近な市政】　　　　　　　　　  
①留萌市応援寄附（ふるさと納税）

について
②市の財政について
③情報公開制度と個人情報保護制度

について
④港を知って、みなと・まちづくり
⑤地域公共交通について

　市の様々な計画や取り組みを、皆さんのもとへ伺って、分かり
やすく説明する「お茶の間トーク」。行政をぐっと身近に感じてい
ただくための、新しい対話のカタチをご紹介します。

活用しよう！活用しよう！
お茶の間トークお茶の間トーク

℡問　　　　　　　　　　　　　　市・政策調整課　　　４２－１８０９市・政策調整課　　　４２－１８０９

●「出前トーク」申込方法

①お茶の間トーク
　メニューから聞
　きたいテーマを
　選ぶ

②日時・会場を
　決める

③開催希望日の
　２週間前まで
　に政策調整課
　へ申し込む

●「出前トーク」代表的なメニュー（全57種類の一部）

　開催の目安（出前トーク）
●時間：１講座 30分から１時間程度
●人数：５人以上のグループ
●会場：市内の会場をご用意ください

※申込書は市ホームページ　
　からダウンロードできる
　ほか、本庁舎２階・政策
　調整課窓口でも配布して
　います。

お茶の間トークに関するページ（市HP）ＱＲ▶

皆さんからの申し込みを受けて市の取り　
組みなどの説明を行います。

種類①出前トーク

市の担当課がテーマを設けて説明会や意見
交換会などを行います。

種類②出張トーク

※これらは一例です。メニュー以外のテーマに
　ついても、お気軽にご相談ください。

皆さんの申し込みをお待ちしています！


